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濱
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地
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論

に
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て

米
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姓
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關

々
係
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・

設

苑
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費
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概
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査
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視

奉

論

税

率

論

策

三
十
三
巷

四
二

第

一
號

四

二

第

圃

序

論

汐

見

三

郎

所
得
税

の
税
率

を
定
む

る
に
當
り
、
累

進
税
を
採
用

す

べ
き
や
、
比

例
税

に
よ

る
べ
き
や
は
學
界

に
あ

た

へ
ら

れ
た

る
多

年

の
宿
題

に
し

て
.
財
政
學

者

は
本
問
題
を
中

心
と
し

て
、
賛
否

の
意

見
を
圃
は
し

て
み
た

の
で
あ

っ

た
。
然

る
に
世
界
大
戦
後

に
定

め
ら

れ
た

る
各
国

の
租
税
立
法
を
見

る
に
、
所
得
税

と
云
は
す

、
財
産
税

と
云
は

す
、
人
税

に
は
原

則
と

し
て
累
進
税
率

を
採
用

し
、
國

に
よ

っ
て
は
牧
益

税

に

つ
い
て
も
、
消
費

税

に
關

し
て
も

累

遙
税
率

を
採
用

す

る
と
云

ふ
有
様

で
あ

る
。
累

進
税
傘

の
根
擦

に
關
し

て
は
、
學

説
は

一
致

し

て
み
な

い
が

、

近

代
諸
国

の
租
税

立
法

に
現

は
れ
た

る
現
實

の
問
題

と
し

て
は

、
累
進
税

は
動
か
す

べ
か
ら
ざ

る

一
つ
の
存
在

で

あ

る
。

税
率

を
分
ち

て
三

つ
と
す
る
事

が
出

来

る
。
課
税
物

件
の
数

量
償

格

の
増
加

に
慮

じ
て
税
率

を
増

す
も

の
が
累

進
税
率

に
し
て
、
税
率

を
減

す

る
も

の
が
満
進

税
率

で
あ

る
。
而

し

て
、
課

税
物

件

の
数
量
償

格

の
凝
動

あ
る

に

拘

ら
す

、
税
率
を
愛

ぜ
ざ

る
も

の
が
比
例
税
率

で
あ

る
。

一
國

の
租
税
制
度

を
樹
立
す

る
に
當

り

て
は
、
税
制

を



組

織
す

る
各
種

の
租
税

に
付

き
累
萢

、逆

進

、
比
例

の

い
つ

れ
の
税
率
を

採
用
す

べ
き
ゐ
を
決
定

せ
ね
ば

な
ら

ね
。

り

こ
れ
、
税
率

論

の
實
質

的
方
面

で
あ

る
。
本
問

題

に
付

き
て
は

し∩
。
薦

ヨ
碧

敷
授

が
其

著
、累

進
税
論

に
於

て
詳
細

カ

に
説

明

し
て
以
来

、
財
政
學

各
種

の
文
献

に
論
ぜ
ら

れ
て
る

る
の
で
あ

る
。
累
進

、
逆

進

、
比
例

の
三
種

の
税
蛮
・

　

の
中

で
特

に
問

題

と

な

る
の

は
、
比

例

税

と

累

進

税

と

の
比
較

の
問

題

で
あ

る

。
或

は

端

的

に
比

例

税

を
辯

護

し

、

叉

は
無

條

件

に
累

進

税

を
士
⊥
張

す

る
も

の
が

あ

る
。
然

れ
ど

も

、
比

例

税

と

云

ふ
も

果

し

て
幾

パ
ー

セ

ン
ト

に
其

税
率

を

定

め

ん

と

す

る
の

で
あ

る

か

、,更

に
累

進

税

と

云

ふ
も

、
税

恋
†
の
最

低

と
最

{口回
と
其

中

間

と

を

如

何

に
定

む

る
か

に

よ

り

、
意

味

が
全

く

異

っ
て
く

る
の

で
め

る
。

惟

て
視
奉

論

の
本

質

を
抽

象

的

に
研

究

す

る
以

外

に
、
更

に
具
膿

的
事

實

と

し

て
如

何

な

る
税

率

を

採

用

す

る
か

の
形

式

的

方

面

を

研

究

す

る
必
要

が
あ

る

。
此

等

の
問

題

に
關

し

て
は

、
・世

界

大

戦

前

に
已

に

同
位
σq
空
く
宝
二
ご

6
餌
薬
。
】M
<
。
一σq
[
等

の
研

究

が

あ

る
。
最

近

に
至

り

O
嘗
、四
一①
.

;

国
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ρ
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に
て
問

題

を
提

供

せ

し
以

来

、
議

論

が
盛

と

な

っ
た

の

で

カあ

る
二

益
=
%

が

d
∋
勇

戸三
匹

α
・・霧

・
量

・σ…

:

:

ぎ

H
葺
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…
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=

§

を
著

は

し

、
≧

己
「臥
酬

が

之

を

批

評

し

、
更

に
今

年

に
入

ゲ
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ぞ
落

が
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;

讐
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色
≒
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ヨ
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　旧り
撃

に
於

て

卑

9、
器
「

の
學

説

を

一
層

登

展

せ
し

め

て

み

る

の

で
あ

る
。

遊

に
は
税

率

論

を

扱

ふ

に
當

り

、
専

ら

累

進

税

を

中

心

と

し

て

、
形

式

的

方

面

よ

り
研

究

を

進

め

た

い

の

で
あ

る

。
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税

率

論

㎝弟
三
十
三
巻

四
四

第

一
號

四
四

第
二

累
進
税

の
構

造

物

比
例
馨

は
難

貢

し
て
里

税
率
を
維
持
し
て
み
る
か
ら
、
其
の
形
式
は
璽

で
あ
る
。
之
長

し
,
累

"贈

進
税
と
霧

と
は
霧

件
の
登

、
償
格
暴

化
に
伜
ひ
、
葦

薫

す
・
あ

で
　

か
ら
、
構
造

ズ

に
付

い
て
も
、
種

々
複
雑

な

る
事
情

を
考

へ
ね
ば
な
ら

強
。

㎞
膠

ド
ラ

篁

は
課
霧

件
の
敷
畳
償
格
の
刻
み
方
で
あ
っ
て
、
累
進
階
段
と
名
付
け
る
の
で
あ
る
・

糧㎞
箪

第
二
は
各
・
の
累
進
階
段
に
慮
じ
三

宝
の
馨

を
定
め
る
の
で
あ
っ
て
、
累
進
税
率
が
之
で
あ
る
。

襯

第
三
は
課
税
物
件
の
登

簿

掻

・
、
當
該
累
進
階
段

に
當
藁

進
撃

を
乗
・
て
累
進
税
額
を
算
定
す
・

齢

手
績

で
あ

る
。

曲
輪

庶
累

先
づ
問
題
と
な
る
の
は
課
税
物
件
の
如
何
な
る
数
量
慣
格
よ
b
累
進
階
段
を
は
じ
め
て
累
進
税
率
を
適
用
す
べ

㎝
騰

,

弾
於

き
か
の
貼
で
あ
り
、
次
は
累
進
階
段
の
終
る
べ
姦

後
の
限
界
で
あ
る
。
更
に
問
題
と
芽

、
の
は
累
進
馨

を
適

駐　
ヰ

用

す

べ
き
累

進
階
段
を
如
何

に
分

つ
か

の
鮎

で
あ

る
。
我

が
第

三
種

所
得
税

に
於

て
は
、
千

二
百
圓

を
累
進

階
段

樹
脂

ロ

へ

の
始

め
と

し

、

三

百
圓

、

五
百

圓

、
千

圓

、

二
千

圓

、

二
千

圓

、
三

千

圓

、

五

千

圓

、

五

千

圓

、

=
禺
圓

、

二
萬

融
魁

.
戸

圓

、

二
萬

圓

、

三

萬
圓

、
十

萬

圓

,
三

十

萬

圓

、

五
十

萬

圓

、

百

萬

圓

、
百

萬

圓

、
百

萬

圓

の
不

規

則
な

る
幅

に

W
騨

ラ
ラ

て
進

み
、
四
百
萬
圓
な

る
最
後

の
限
界

に
て
経

っ
て
る

る
の
で
あ

る
。
千
二
百
圓

の
起

鮎
と
四
百
萬
圓

の
終
鮎
と

5
6



は
物
債

の
鍵
動

に
悉

じ
て
動

か
す

べ
き
も

の
で
あ

る
。
又

、
累
進
階
段

の
幅

が
等
差
級
数

的

に
も
非

す
、
等

比
級

数

的

に
も
あ
ら

す
、
又

そ

れ
以
外

の
規

則
性

を
も
有

せ
す

に
定

め
ら

れ

て
み

る
の
は
問
題

で
あ

る
。

第

二
は
累
進
税
率

な

る
が

、
最

初

の
階
段

の
最
小

の
税
率
と
最
後

の
階
段

の
最
大

の
税
率
と

を
定

め
、
次

に
其

他

の
税
率

を
其
間

に
配
列

せ
ね
ば

な
ら

ぬ
。
第

三
種
所
得
税

に
付

い
て
見

る

に
、
超
過
額

累
進
を
採

用

し
、
百
分

の
○
・
八

よ
り
進

み
,
百
分

の
三
+
六

で
終

っ
て
み
る
。

最

小

の
税
率

よ

b
出
登

し
て
、
最
高

の
税
率

に
達
す

る

累
進
税
率

の
差

を
百
分
比

で
示
す
と
。

二

二
、

一
、

一
、

一
、

二

五
、

一
。
五
、

一
.五
、

一
。
五
、

二
、

二
、

二
、

二
㌔
二
、

二
、
二
、

二
、
.三
㌧
三

寿
三
と
云

ふ
不

規
則
な

る
進

み
方

で
あ
・
る
。
最

初

の
出
登
、瓢

を
な

る
べ
く

低

く
し

て
、
課
税

せ
ら
れ
ざ

る
人
と
課

税
最
低

限

の
人
と

の
間

の
不

公
準

を
避

け

、
更

に
最
後

の
税
率

を
極
端

に

高

く
す

る
事

を
避
け
ね
ば
な
ら

臆
。
荷

、
累

進
税
率

の
問
題

に
關

し

て
は
、
地

方
附
加
税

を
之

に
課

す

る
か
、
叉

は

こ
の
累
進

税
率

に
よ
り

て
徴
牧

し

た

る
税
額

の

一
部

を
地
方

の
財
源

に
與

へ
る
か
に
よ
り
、
其
決
定
方
法
を
異

に
す

る
の
で
あ

る
。

第

三

に
累
進
階
段

と
累

進
税
率

と

の
組

合
せ
方
法
を
考

へ
ね
ば

な
ら

ぬ
。
累
進
税
率

の
進

み
方

が
、

た
と

へ
同

一
で
あ

っ
て
も

、
累
進
階

段

の
刻

み
方

の
大
な

る
場
合

は
進
行
が
緩
慢

に
し
て
、
刻

み
方

の
小
な

る
場
合

は
急

で

あ

る
。
恰

も
同

じ
高

さ
の
山

に
登

る
に
し

て
も
、
近
路
を
と

る
の
と
遠
路

を
と

る
の
と

に
よ

っ
て
、
登
山

の
距
離

を
異

に
す

る
の
と
同
様

で
あ

る
。
我

が
第
三
種
所
得
税

の
累
進
階
段
と
累
進

税
率

と

の
組
合

せ
は
、
如
何

な
る
原

税

率

論

集
三
十
三
巻

四
五

第

一
號

四
五



、

税

率

論

第
三
+
三
懸

四
六

第

一
號

四
六

則

に
基

き
之

が
行

は
れ
て
る

る
か
、
全

く
明
瞭

で
な

い
。

以
上
、
累

進
階
段
と
累
進
税
率

と
累
進
税
額

と

の
三
鮎

に
渡

り
、
累
進
税

の
構
成
分
子

を
分
解

し
、
累
進
税

に

於

て
は
、
比
例
税

に
比

し
、
問
題

の
起

り
得

る
除
地

の
人
な

る
事
を
明
ら

か

に
し
た

の
で
あ

る
。
然

れ
ど
も
、
此

の
種

の
研
究

は
累

進
税
率

の
鳥
瞰

的
観
察

に
止

ま

る
。
累

進
税
率

の
性
質

を
明
ら

か
に
す

る
爲

め

に
は
、
税
率

の

歩

み
の
詳
細

に
立
入
り

、

一
定

の
型

を
登
見

す

る
必
要
が
あ

る
。

こ
れ
、
第

三
項

に
於

て
累

進
税
率

の
分
類

を
試

ナ'
,)
ド丁
凌
'辱
田猟
ノ
J
O

ノ

./,月

～
'コ

a
ぞ

唯

、
こ
の
際

、
明
ら
か

に
す

べ
き

は
累
進
税

の
定
義

を
如

何

に
定

む

る
か
の
鮎

で
あ

る
。
通
常
累

推
挽
と
云

ふ

の
は
課
税
物

件

の
敷
畳
償
格

の
増
加

す

る

に
件

ひ

、
視
座
†
を
増
加

す

る
租
税

を
指
し

て
み

る
。
第

三
項

の
分

類

に

於

て
も
、

こ
の
種

の
累
進
税

が
中

心
問

題
を
な

す
も
の
で
あ

る
か
ら
、

こ
れ
を
眞
累

進
と
名
付
け

る
。
然

れ
ど

も

近

代

の
税
法

は
か

か
る
量

的
累
進

の
外

に
更

に
質

的
累
進

を
規

定
し

て
み

る
。
課
税
物
件

の
性
質
を
異

に
す

る

に

從

ひ
、
税
率

を
礎
更

し
て
み

る
。

か
の
動

勢
所
得

に
掛

し
、

一
定
額

叉

は

一
定
割

合
の

金
額

を

控
除

し
て
課

税

し

。
又

は
同
居
家

族
数

、
或

は
扶
養
家
族
数

に
癒

じ
て
税
率
を
軽
減

す

る
が
如

き
其
例

で
あ

る
,
課
税
物
件

の
質

の
異

な

る
に
從

び
、
異

な
れ

る
税

率

を
課
す

る
場
合

も
累
進
税
率

の

一
種
と
見

る
事
が
出
来

る
。
故

に
課
税
物

件

の
数

量

の
異
な

れ
る

に
從

ひ
、
・
異

な

れ
る
税
率

を
課

す
る
も

の
を
眞
累

進
と

呼

ぶ
に
劃
し

、
課
税
物
件

の
性
質

に

基

き
異
な

れ
る
税
率

を
適
用

す

る
も
の
を
準
累
進
と

し
、
爾
者

を
匠

別
し

て
取
扱

ひ
た

い
の
で
あ

る
。



第
三

累
進
税
変
・の
分
類

累

進

税

率

に

つ

い
て

は

、
種

々

の
立
場

よ

り
種

々
の
分

類

が

ほ

ど

こ
さ

れ

て

み

る
。
弦

に
は
大

艦

bロ
『四
門5
『
と

　

　

　

　

　

　

む

匿

嘗
。

と

の
分
類

に
從

ひ
説
明

を
加

へ
る
。
帥
ち

、
眞
累
進
と
準
累
進

と

の
二

つ
に
大

別
し
、
更

に
眞
累
進

を
直

む

ヘ

ヨ

も

も

ヘ

へ

　

む

　

　

む

　

接
累

進

と

間

接
累

進

と

に
分

つ
。

直

接

累

進

は
之

を

細

分

し

て
全
額

累

進

(Ω
。・。讐
葺
ヨ
窪

σq
9

い鼠
諮

ぎ
茜
)
と

超
過

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

め

ロ

ヘ

ヘ

へ

額

累

…進

(目
o
=
ヨ
窪
σq
。
二
。。富
津

『
轟

)
と

公

式

に
よ

る
累

進

(閏
o
「已
。
穿

諜
)
と

の
三

つ
と

す

る
の

で
あ

る
。

閲
、

登

額
累

鷺

全

額

累

懸

と

は

、

番
累

燈

階

段

に
定

め
ら

れ

肥

る
税

傘

を

課

税

物

件
発

願

に
課

す

る
黒

潅

を

云

ふ
の

で
あ

る
。
此

の
場

合

に
税
率

が

百
分

比

で
示

め
さ

れ

て
み

る
も

の
筋
晋
N冨
「黒
血
。
『
O
。
切2
耳
ヨ
ρ
あ
。
霧
3
1

譲

ぎ

西
)
と

税

率

が

金
額

に

て
示

め
さ

れ

て

み

る
も

の

(じd
。
言

σq
・・箏

岸

ユ
臼

O
。
・。p
ヨ
巨

①
陶磁
。
「巨

p
諮

一音
σq
)
と

の

二

つ
が

分

れ

る
。

第

一
圖

表

と

第

二
圖

表

と

は
水
孕

線

上

に
課

税

物

件

の
償

格

を
示

し

、
垂

直

線

上

に
税
率

を

示

し

た

も

の

で
あ

る
。

而

し

て
第

一
圖

表

は
明

治

二

十

年

よ

り

大

正

二
年

ま

で

に

行

は

れ

た

る

我

國

の
所

得

税

の
如

く

、
税

率

が
百

分

比

で
示

め

さ

れ

て

み

る

も

の

で
あ

っ
て
、
第

二
圖

表

は

⊥
ハ
○

○
一

一
、
○

O

Q

マ
ル
ク

の
階
段

は

一
五

マ
π
ク

の
税

率

、

一
、
○

○

O
I

一
、
二
五

〇

マ
川
ク

の
階

段

は

二

四

マ
ル
ク

の
税

率

と

云

ふ
風

に
、

税
率

が

金
額

で
示

め

さ

れ

て

み

る
場

合

で
あ

る
。

両

者

土
ハ
に
税

率

を
異

に
す

る
際

に
飛

躍

的

に
税

額

を
増

し

、
往

々

に

し

て
大

所

得

者

の
方

が
小

所

得

者

よ

り

も

租
税

支

彿

後

の
手

取

金

か
少

く
な

る
と

云

ふ
不

都

合

を
生

す

る

の

で
あ

視

牽

論

策
三
十
三
巻

四
七

第

一
號

四
七



挽

率

論

第
三
十
三
巻

四
八

第
一
號

四
八

る
。
故

に
我
国

に
於

て
は
大

正

二
年

以
來

全
額
累

進
を
排

し
て
超

過
額

累
進

を
所
得
税

に
採
用
し

た

の
で
あ

ろ
。

特

に
第

二
圓
表

の
如

き
、
税
率
が

金
額

に
て
示

め
さ
れ

て
み

る
全
額
累

進

に
於

て
は
、
同

一
累
進

階
段

の
中

に
あ

第 一 国 表

全 額 累進 の税 牽 が百分 比 で示:婁れ てゐ るもの

汗
E
丘

〒
些

第 二 圖 表

全額累進 の税傘 が金額で示 されてゐ るもの

署置
り
て
逆
進

の
現
象

が
行
は
れ

る

と

云

ふ
不
都
合

が
生

す

る
の
で

あ

る
。

尚

階
段

の
刻

み
方
如
何

に
よ

り
、
税
率

が
或

は
規

則
的

に
、

叉

は
不
規
則
的

に
進

み
、
叉
税

率

が
大
艦
直
線

の
形

を
と

る
も

の
と

、
凸
形

の
も

の
と
凹
形

の

も

の
と

に
分

れ

る
の

で
あ

る
。

」
=
、
超
過

額
累
進

超
過

額
累
進

は
全
額
累

進

の
弊

害
を

除

く
た
め

に
造
ら
れ
た

る
も

の
で
あ

る
。
即
ち

、
課
税
物

件
を
各
種

の
累

進
階
段

に
分
割

し
、
各

階
段

に
属

す
る

累
進
税
蛮
・を
超
過
額

に
課

す

る
も

の
で
あ

る
。
其
結

果
と

し
て
、
全
額
累
進

の
齎

ら
す
弊
害

の

一
た

る
各
累

進
階



段

の
間

の
不
都

合
を
除

く
事

が
出
家

る
の
で
あ

る
,。
超
過
額
累
進

は
我
が
第
三
種
所
得
税

及
び
相
続

税

に
採
用

せ

ら
れ

て
る

る
。
此

の
場
合

に
も
税
率

が
百

分
比

で
示

め
さ
れ

て
み
る
も

の
と
、
金
額

で
示

め
さ
れ
て

み
る
も

の
と

の
二
種
が
あ

る
、
後

者

は
階
段
内

に
於

て
、
反

っ
て
逆
進

を
示
し
て

み
る
。
通

常
は
超
過
額
累
進

の
税
率
が
百
分

比

で
赤

め
さ
れ
、
第
三
圖
表
が
其

の
適

例

で
あ
る
。

第 三 国 喪

超過額累進9税 率が百分比で凝 れてみ る翫

イ E

I

1

1

1

1

じ

I

I

↓

」
.

!
∠

全
額

累
進

の
場
合

の
飛
躍

の
歓
鮎

は
之
を
免

れ
得

る
が
、
各

階
段

間

に
波
状

を
ゑ

が
き
不
規
則
性

を
暴
露
し

て
み

る
の
は
、

本
質
的

の
映
鮎

で
あ

る
。
省

、
超
批
額
累
進

の
場
合

に
も
礁
線

"

的

に
進

む

も
の
と
凸
形
と
凹
形
と

の
三
種
が
あ

る
。

三
、

公
式

に
よ
る
累
進

全
額
累

進

は
累
進
階
段

の
刻

み

目

に
税
率

が
飛
躍
し
、
超
過
額
累
進

に
於

て
は
税

傘
が
常

に
波

う
ち

、

い
つ
れ
も
連
続
性

を
映
き
、
一致
學
的
美
観

を
損

す

る
事

が
甚
だ

し

い
の
で
あ

る
。
恰

も
飛
躍

の
刻

み
目
、
叉

は
波
状

の

限
界

に
属

す
る
も

の
が

、
不
當

に
利
益

し
、
不
當

に
損
失

を
蒙

む

る
虞

な

し

と
限

ら

な

い

の

で
あ

る

。
姦

に
刻

み
目

に
飛

躍

せ
す

、
波

打

た

ざ

る
理
想

の
累

進

税

率

を
考

へ
出

す

た

め

に
、
各

種

の
公
式

が

、
敷

墨
家

に

よ
り

考

究

せ
ら

れ

た

の

で
あ

る
。
!<
o
σ
0
7
局
6
9

コ
①
「

の
法

則

に
基

け

る

税

蛮
・

論

策
三
十
三
巷

四
九

第

一
號

四
九



ノ

税

杢
.

払
細

葉
三
十
三
巻

五
〇

第

一
號

五
〇

ヒd
¢
「き

ロ
三
①

の
法

則

を
癒

用

し

、

叉

は

其

他

の
考

へ
方

よ
り

し

て

、
公

式

に
よ

る
累

進

が
登

表

せ
ら

れ

る
事

と

な

っ
た

。

其

の

一
は

公

式

に
よ

る
直

線

累

進

(に

コ
囲窪
8
§

o
冨

ユ
{)

で
あ

っ
て
、

其

の

二
は
公

式

に
よ

る
曲

線
累

進

(内
=
署
・
三
。
「∋
舞

巴
O

で
あ

る
。
第

三
圖

表

は

公
式

に
よ

る
直

線

累

進

の

一
例

で
あ

っ
て

、
公
式

に
よ

る
直

線

累

…進

の
形

は
之

に
よ
り

推

察

出

来

る

の

で
あ

る
。

づ

公
式

に
よ

る
直
線
圖
表

の

一
例
と
し

て
、

}.一
封

9

と

云

ふ
公
式
を
掲
げ

る

事

が
出
来

る
。

y
は
百

分
比

で
示

め
さ
れ
た

る
累
進
税
率

に
し

ず
、
、

・
は
累

進
階

遙

謙

段

の
所
得

金
額

で
あ

る
。
然

れ
ど
も
、

.、
の
方
法
藁

進
課
撃

行

ふ
時

に
は
、

贈

出
霧

簾

小
さ
寡

け
れ
ば
i

即
ち
、
劇

『
の
代
り
に
、
-
つ
と
大

葉

欺

な

る
分

母

の
分
数

を
と
ら
な

い
と
一

直

ち

に
課
税
物

件
を
全
部
没
牧
す

る
と
云

さ
　ぐ

ふ
事

に
な

る
。
然
ら
ば
角
度

を
小
さ
く
す

る
と

、
帥
ち
分

母
を
大

き
く
す

る
と
、

國
民
大
多
敷

の
所
得

を
充
分

に
捕
捉

し
得

な

い
事

と
な

る
。
叢

に
課

税
物
件

の
小

な

る
も

の
を
も
捕
捉

し
、
同
時

に
課
税
物

件

の
人
な

る
も

の
を
も
全
部
渡
牧

す

る

事

の
な

い
や
う
な
直

線
圖
表

を
考

へ
出
し

た
の
で
あ

る
。

公
式

に
よ

る
曲
線
累
進

と
し
て
は
、
種

々
の
も

の
を
塞
げ

る
事

が
出
來

る
が

,
オ
ー

ス
ト
リ

ア
で
立
案

せ
ら

れ

し
所
得

税

の
草
案

は
、
次

の
如

き
公
式

を
示
し

て
9み
る
。

一
/

.

口

も
一

L



一、伍

-
∫

L
講

"
-+

吟
聴
降

)

P

は
累
進
税

率
、

m
は
毎
百
グ

ル
デ

ン
の
李

均
敷

で
あ

る
。
此

の
草
案

は
實
施

に
至
ら

な
か

っ
た
が

、
そ

れ
以

上

に
複
雑

な

る
公
式

に
よ

る
曲
線
累
進

を
イ

タ
ヅ
ー

の
所
得
税

洪
が
採

用
し
た
の
で
あ

る
。

経
濟
界

の
實

情
は
累
進

税
率
を
し

て

全

く
数

學
的
美
観

の

要

求

の
み
に

適

は
し
む

る
事
が
出
来

な

い
の
で
あ

る
。
然

し
連
続

性

を
尊

重
し

、
刻

み
目

の
飛
躍

や
波
状
を
避

く

る
た
め

に
は
、
適
當

の
方
法
を
講
ず

る
必
要

が
あ

る
。
術
公
式

の
種
類
如

何

に
よ
り
、
凸
形
と
凹
形

と
の

二

つ
が
考

へ
ら

れ
る
が

、
通
常
は
形
式
的
累

減

の
精

神

に

ニ

ド

も

コ

タ

ノ

ナ

に
て

エ
ゴ

ノ

コ

ン

ヨ
む

理
.さ

」日
並几
群
」拍
臼
μ
一
」
て
罷

ξ

四
、
間
接

累
進

以

上
三
種

の
累
進

の
方
法

は
、
課
税
物
件

に
直
接

に
累
進
税
率
を
適

用
す

る
方
法

で
あ
.る

が

、
課
税
物

件

に
控
除

叉
は
附
加
を
行

ひ
、
其

の
結
果

に
比
例
税
率

を
適
帰

し
、
以

て
累
進

の
目
的

を
達

す

る
事

も
出
来

る
の
で
あ

る
。
控
除

叉

は
附
加

の
爾
者

を
合
し

て
、
間
接
累

進

と
名
付

け
て
み

る
が
、
通
常

は

一
定
願
文

は
憂
動
額

を
控
除

す

る
方
法
を
採

用

し
て
み
る
。

　

　

　

　

　

　

次

の
表

は

一
定

額

を

控
除

し

た

る

も

の

に
、

二
十

パ
ー

セ

ン
ト

の
比

例
税

を

課

す

る
實

例

で
あ

る
。
千

マ
川
ク

控

除

、

五
千

マ
ル
ク
控
除

、

一
萬

マ
川
ク
控
除

、

二
萬

マ
ル
ク
控
除

、

二
萬

五
千

マ
川
ク

控
除

の
五

つ
の
場

合

を

り

示

し

た

も

の

で
φ

る
。

7)KarlBi'aしle1',L'7111'is59und

1927・S.76.
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税

率

論

師弟
三
十
三
巻

五

一

第

一
號

五

一



税

率

論

策
一二
十
三
巻

五
二

第

一
號

五
二

課

税

金

額

各

種

の

金

額

を

控

除

し

た

る

蔑

額

の
間

接

累

進

　硯
率

マ

ル
ク

.
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控
除
査

定

の
方
法
を
適
當

に
使
用
す

る
と
結

局

、
直

接
累

進
と
同
様

の
教

具
を
あ
げ

る
事
が

出
来

る
の
で
あ

る
。

五

、
準

累
進

以
上

の
四

つ
の
例

は
眞
累

進

で
あ

っ
て
、
課

税
物

件

の
数
量
償
格

の
増
加

に
鷹

じ

て
税
率
が
増

し
て
行

く
場
合

で
あ

る
。

然

る
に
、

か
か
る
歎

量
的

の
事
實

で
は
な

く
、

課
税
物
件

の
性
質

に
鷹

じ
て
税
率

を
高

め

る
場

合

が
あ

る
。
我
國

の
第

三
種
所
存
税

に
於

て
・

動
勢
所
得

に
輕
課
し
、
株
式

の
配
當

に
四
割

控
除

す

る
が
如

き
は
其
實

例

で
あ

る
。
囚
ゼ
斥
o

の
例

に
基
き
・
第
五

圖
表

に
ド
ィ

ッ
の
相
続

税

の
量

進
と
準
累

進
と
を
掲

げ

、
更

に
篁

ハ
圖
表

に

フ
ラ

ン
ス
の
所
窺

に
於

け

る
眞

累
進

と
準
累

進
と
を
掲
げ

る
事

と
し
た

の
で
あ

る
。

冗

二
二
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芽

ツ
霜

績
税
は
財
産
取
得
額

・
　

て
、
眞
累
進
が
行
は
れ
て
る
る
が
・
更
に
親
族
關
係

の
親
疎
と
相
続

入

が
從
來

有

せ
し
財
産
額

に
よ

っ
て
、
準
累

進
が
行
は

れ
て
る

る
の
で
あ

る
。
第
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来
有

せ
し
財
産
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に
よ

る
準
累
進

と
を
組
合

せ
す

る
事

と

に
し

た
の
で

あ

る
。
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一
九

二
五
年

の

フ
ラ

ン
ス
の
所
得
税

は
十

三
階
段

の
超
過
額
累
進

に
よ
り
、
眞
累
進
を
行

ふ
と
共

に
、
更

に
家

族
数

に
よ
り
、
準
累
進
を
規

定
し

て
み

る
。
第
六
圖
表
に

は
蜀
身
者

と
夫
婦
者
と
扶
養
家

族
三
人

の
夫
婦

者
愚

に

よ

る
準
累
進

を
ば

、
眞

累
進

と
平
行
し

て
示
し

た
の
で
あ

る
。

第

四

税

率
論

の
中

心
問

題

税
率

論

の
中
心
問
題

は
何

と
云

っ
て
も
累
進
税
率

論

に
壷

き

る
の
で
あ

る
。
而
し

て
形
式

的

方
面

を
主
と
し
た

る
累
進

税
率

の
理
論
は
、
大

膿

、
以
上

述

べ
た
所
で
あ

る
。

登
額
累

叢
を
超
過
額
黙
雌

に
改

め
、
翼

に
,
公
式

に
よ
る
索

溝

に
基

蓄
、
理
想
的

税
率

セ
確
定

せ
ん
　

し
で
瀧

だ
眞

目
的

を
達

せ
ざ

る
も

の
が

、
眞
累

進

の
立
法

の
現
状

で
あ

る
。
更

に
肚
會
政
策

と
人

口
政
策

と
を
考
慮

し
て

眞
累

進

に
加

ふ
る
に
準
累

進
を
加
味

せ
ん
と
す

る
立
法
が
各
国

に
あ
ら

は
れ
て
来

た

の
で
あ

る
。
本
論
文

に
掲
げ

た
例
は

、
圭
と

し
て
人
税

の
場

合

で
あ

る
が

、
牧
益

税
及
び
潰
費

税

に
も
人
税

に
類

似

し
た
累

進

税

の
精
神
が
加

づ
て
来

た

の
で
あ

る
。

従
来

は
累

進
税
が

よ
き
か
、
.比
例
税
が
優

れ
b

か

の
概
念

論
が
財
政
學
者

の
凡

て
を
支
配
し

て

み
た
の
で
あ

る

が
、
累

進
税
と
云
び

比
例
税
と

云
ひ
果
し

て
如
何
な

る
内
容

を
意
味

す

る
か
の
現
實

の
立
法

に
直
面
し
な
け

れ
は

問

題
が
解
決

し
な

い
の
で
あ

る
。

か
の
源
泉
課
税

と
綜
合
課

税
と

の
比
較

の
問
題

の
如
き
、
更

に
財
産

税
制
定

の

問

題

の
如

き
、
現
實

の
税
率

の
定

め
方
如
何

に
よ
め

、
答

へ
が
異

っ
て
来

る
の
で
あ

る
。

こ
れ
税
率

論
が
概
念

論

よ
り
更

に

一
歩
を
進

め
て
形
式

的
方
面

に
充
分

の
開

心
を
有

せ
ね
ば

な
ら

粗
理
由

で
あ

る
。
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